
情報ワイド 記事に関連する S
エスディージーズ

DGs のアイコンを表示しています。 情報ワイド記事に関連する S
エスディージーズ

DGs のアイコンを表示しています。

●
申
請
方
法

本
市
指
定
の
様
式
と
、
そ
の
他
必

要
書
類
を
準
備
し
、
電
子
申
請
で
申

込
ん
で
く
だ
さ
い
（
や
む
を
得
な
い

場
合
は
、
持
参
ま
た
は
郵
送
可
）
。

電
子
申
請
の
詳
し
い
方
法
、
本
市

指
定
の
様
式
、
そ
の
他
必
要
書
類
に

つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
左

の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）
で
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

●
受
付
期
間

令
和
８
年
１
月
６
日
㈫

　
　
　
　
　
　
　

～
２
月
５
日
㈭

（
土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
）

午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
持
参
ま
た
は
郵
送
の
場
合

（
令
和
８
年
２
月
５
日
㈭

午
後
５
時
必
着
）

●
受
付
場
所
・
問
合
せ

橋
本
市 
総
務
部 

総
務
課 

契
約
検
査
係 
☎
３
３

－

１
２
１
８

〒
６
４
８

－

８
５
８
５

（
住
所
記
入
不
要
）

学
校
給
食
用
物
資

●
申
込
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
６
７
条

の
４
お
よ
び
第
１
６
７
条
の
11
第
１

項
の
規
定
と
次
の
各
項
目
を
満
た
す

こ
と
。

①
令
和
８
年
１
月
１
日
現
在
、
引
き

続
き
１
年
以
上
そ
の
営
業
に
従
事

し
て
い
る
こ
と
。

②
国
税
・
地
方
税
お
よ
び
市
に
対
す

る
債
務
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

③
営
業
に
関
し
許
可
な
ど
を
必
要
と

す
る
場
合
は
そ
の
許
可
な
ど
を
得

て
い
る
こ
と
。

④
経
営
状
態
が
健
全
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
こ
と
。

⑤
物
資
（
食
材
）
の
衛
生
管
理
に
つ

い
て
、
適
切
な
対
応
を
行
な
っ
て

い
る
こ
と
。

●
提
出
書
類

①
学
校
給
食
用
物
資
納
入
業
者
登
録

申
請
書

②
食
品
衛
生
監
視
票
の
写
し

③
保
健
所
に
よ
る
食
品
営
業
許
可
証

の
写
し

④
営
業
所
、
製
造
所
、
お
よ
び
倉
庫

の
所
在
地
見
取
図

⑤
主
な
販
売
先
調
書

⑥
国
税
お
よ
び
地
方
税
の
納
税
（
完

納
）
証
明
書

⑦
誓
約
書

※
①
④
⑤
⑦
の
様
式
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
入
手
で
き
ま
す
。

●
提
出
方
法

持
参
ま
た
は
郵
送

（
令
和
８
年
１
月
19
日
㈪

　

午
後
４
時
必
着
）

●
受
付
期
間

令
和
８
年
１
月
５
日
㈪
～
19
日
㈪ 

（
土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
）

午
前
８
時
～
午
後
４
時

●
受
付
場
所
・
問
合
せ

橋
本
市
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

☎
３
９

−

２
３
３
８

〒
６
４
８

−

０
０
１
５

　

橋
本
市
隅
田
町
河
瀬
１
８
８

−

２

病

院

事

業

※
右
記
以
外
の
業
種
で
、
市
総
務
課
に

登
録
し
た
業
者
は
、
橋
本
市
民
病
院

へ
重
複
し
て
登
録
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

●
申
込
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
６
７
条

の
４
お
よ
び
第
１
６
７
条
の
11
第
１

項
の
規
定
と
次
の
各
項
目
を
満
た
す

こ
と
。

①
令
和
８
年
１
月
１
日
現
在
、
引
き

続
き
１
年
以
上
そ
の
営
業
に
従
事

し
て
い
る
こ
と
。

②
国
税
・
地
方
税
お
よ
び
市
に
対
す

る
債
務
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

③
営
業
に
関
し
許
可
、
認
可
な
ど
を

必
要
と
す
る
場
合
は
そ
の
許
可
、

認
可
な
ど
を
得
て
い
る
こ
と
。

④
経
営
状
態
が
健
全
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
こ
と
。

●
提
出
書
類

あ
て
先
は
「
橋
本
市
病
院
事
業
管

理
者
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

①
病
院
指
定
の
入
札
参
加
資
格
申
請
書

②
納
税
証
明
書
（
完
納
証
明
書
）

③
印
鑑
証
明
書

④
登
記
簿
謄
本

⑤
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
な
ど

⑥
財
務
諸
表

⑦
営
業
許
可
証
（
該
当
す
る
場
合
）

※
詳
し
く
は
、
市
民
病
院
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
提
出
方
法

持
参
ま
た
は
郵
送

（
令
和
８
年
２
月
５
日
㈭

　

午
後
５
時
必
着
）

※
郵
送
の
場
合
、
必
要
金
額
の
切
手

を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒
を
同
封
し

て
く
だ
さ
い
。

●
受
付
期
間

令
和
８
年
１
月
６
日
㈫

　
　
　
　
　
　
　

～
２
月
５
日
㈭

（
土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
）

午
前
９
時
～
正
午
、

午
後
１
時
～
午
後
５
時

●
受
付
場
所
・
問
合
せ

橋
本
市
民
病
院
事
務
局

経
営
管
理
課 

用
度
係

☎
３
７

−

１
２
０
０

〒
６
４
８

−

０
０
０
５

橋
本
市
小
峰
台
二
丁
目
８

−

１

令
和
８
・
９
年
度
の
入
札
参
加
資
格
審
査
の
申
請
を
受
付
け
ま
す
。

「
橋
本
市
役
所
」
お
よ
び
「
上
下
水
道
事
業
」
の
入
札
参
加
資
格
審
査
の
申
請
は
、

原
則
と
し
て
電
子
申
請
と
し
（
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
書
面
提
出
可
能
）
、
総
務

課
で
受
付
け
ま
す
。

な
お
、
そ
の
他
の
入
札
参
加
資
格
審
査
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容

を
確
認
の
上
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

上
下
水
道
事
業

総
務
課
で
審
査
を
一
括
し
て
受
け
付

け
ま
す
。
重
複
し
て
申
請
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

物
品
購
入
（
工
事
用
原
材
料
、
修

繕
、
機
械
点
検
、
リ
ー
ス
、
レ
ン

タ
ル
、
役
務
の
提
供
、
水
道
用
品

な
ど
を
含
む
）
、
建
設
工
事
、
測

量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
な
ど

●
申
込
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
６
７
条

の
４
お
よ
び
第
１
６
７
条
の
11
第
１

項
の
規
定
と
次
の
各
項
目
を
満
た
す

こ
と
。

①
令
和
８
年
１
月
１
日
現
在
、
引
き

続
き
１
年
以
上
そ
の
営
業
に
従
事

し
て
い
る
こ
と
。

②
国
税
・
地
方
税
お
よ
び
市
に
対
す

る
債
務
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

③
営
業
に
関
し
許
可
、
認
可
な
ど
を

必
要
と
す
る
場
合
は
そ
の
許
可
、

認
可
な
ど
を
得
て
い
る
こ
と
。

④
経
営
状
態
が
健
全
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
こ
と
。

入
札
参
加
資
格
審
査
受
付
の
お
知
ら
せ

令
和
８
・
９
年
度
（
新
規
登
録
）

橋
本
市
役
所

milk

医
療
関
連
物
品
（
医
療
機
器
、
医

療
材
料
、
医
薬
品
、
試
薬
、
臨
床

検
査
な
ど
）

広報はしもと2025年12月号17 広報はしもと2025年12月号 16


